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右
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す
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。

　
　

令
和
八
年
二
月
十
八
日
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提
出
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東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
に
お
け
る
宅
地
開
発
の
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
東
京
都
内
の
宅
地
開
発
に
お
け
る
無
電
柱
化
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
都
市
防
災
機
能

の
強
化
、
安
全
で
快
適
な
歩
行
空
間
の
確
保
及
び
良
好
な
都
市
景
観
の
創
出
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

一　

開
発
行
為　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
十
二
項
の
開
発
行
為
を
い
う
。

　

二　

宅
地
開
発　

居
住
の
用
に
供
す
る
建
築
物
の
建
築
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
開
発
行
為
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
を

受
け
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
道
路
の
整
備
（
次
号
の
宅
地
開
発
区
域
に
接
す
る
既
存
の
道
路
の
拡
幅
を
除
く
。
）
を
伴
う
も
の

を
い
う
。

　

三　

宅
地
開
発
区
域　

宅
地
開
発
を
す
る
土
地
の
区
域
を
い
う
。

　

四　

無
電
柱
化　

電
線
を
地
下
に
埋
設
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
電
柱
（
鉄
道
及
び
軌
道
の
電
柱
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
電
線

（
電
柱
に
よ
っ
て
の
み
支
持
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
宅
地
開
発
区
域
内
に
お
け
る
設
置
を
抑
制
し
、
及
び
宅
地
開
発
区
域
内

の
電
柱
又
は
電
線
を
撤
去
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
電
柱
又
は
電
線
の
設
置
の
抑
制
及
び
撤
去
）



二

第
三
条　

規
制
区
域
（
知
事
が
別
に
定
め
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
宅
地
開
発
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
東
京
都
規
則
（
以
下

「
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
電
柱
又
は
電
線
を
宅
地
開
発
区
域
内
に
新
た
に
設
置
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２　

規
制
区
域
に
お
い
て
宅
地
開
発
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
宅
地
開
発
区
域
内
に
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
電
柱
又

は
電
線
を
撤
去
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
計
画
の
届
出
）　

第
四
条　

規
制
区
域
に
お
い
て
宅
地
開
発
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
日
ま
で
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
宅
地
開
発
区
域

内
に
お
け
る
無
電
柱
化
の
実
施
計
画
に
つ
い
て
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

規
制
区
域
外
に
お
い
て
宅
地
開
発
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
日
ま
で
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
宅
地
開
発
区
域
内

に
お
け
る
無
電
柱
化
の
実
施
計
画
に
つ
い
て
、
知
事
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
者
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ

り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
変
更
が
規
則
で
定
め
る
変
更
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
調
査
等
）

第
五
条　

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
前
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
当
該
届
出
に
係
る
宅
地

開
発
区
域
内
に
お
け
る
無
電
柱
化
の
実
施
計
画
に
つ
い
て
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
者
の
協
力
を
得
て
、
そ
の
職
員
又
は
そ
の
委
任
し
た

者
（
以
下
「
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
、
当
該
宅
地
開
発
区
域
に
立
ち
入
り
、
調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

知
事
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
す
る
者
か
ら
正
当
な
理
由
が
な
く
届
出
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
者
に

対
し
、
前
項
の
例
に
よ
り
、
報
告
を
求
め
、
又
は
職
員
等
に
調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
開
発
区
域
に
立
ち
入
り
、
調
査
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
調
査
の
実

施
を
通
知
し
、
第
一
項
の
協
力
を
得
る
た
め
の
必
要
な
要
請
を
行
う
と
と
も
に
、
調
査
の
実
施
に
際
し
て
は
、
身
分
を
示
す
証
明
書
を
関
係
者
に

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



三

第
六

十
号
議
案
　
東
京
に
お
け
る
宅
地
開
発
の
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例

４　

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
無
電
柱
化
の
実
施
に
関
す
る
助
言
及
び
指
導
等
）

第
六
条　

知
事
は
、
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
に
対
し
、
宅
地
開
発
区
域
内
に
お
け
る
無
電
柱
化
の
実
施
に
つ
い
て
必

要
な
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

知
事
は
、
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
同
条
第
三
項
の
届
出
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
要
す
る
者
か
ら
当
該
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
が
無
電
柱
化
を
実
施
し
な
い
旨
で
あ
る
と
き

（
規
則
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指
導
し
、
又
は
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

知
事
は
、
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
す
る
者
か
ら
正
当
な
理
由
が
な
く
届
出
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
施
行

に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指
導
し
、
又
は
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

知
事
は
、
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
内
容
が
事
実
と
異
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
届
出
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
よ
う
指
導
し
、
又
は
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
表
）

第
七
条　

知
事
は
、
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
則
で
定
め
る
事
項
（
次
項
に
お
い

て
「
公
表
事
項
」
と
い
う
。
）
を
速
や
か
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
内
容
が
事
実
と
異
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出

に
係
る
公
表
事
項
を
公
表
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３　

知
事
は
、
前
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
当
該
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
則
で
定
め
る
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
公
表
に
係
る
者
に
対
し
、
意
見
を
述

べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
）



四

第
八
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
準
備
行
為
）

２　

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
事
務
の
実
施
に
必
要
な
準
備
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
提
案
理
由
）

　

都
市
防
災
機
能
の
強
化
、
安
全
で
快
適
な
歩
行
空
間
の
確
保
及
び
良
好
な
都
市
景
観
の
創
出
に
寄
与
す
る
た
め
、
宅
地
開
発
に
お
け
る
無
電
柱
化

を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。


